
一

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第
一
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条

の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十

五
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「
二
月
」
を
「
三
十
日
」
に
、
「
以
外
の
業

務
に
つ
い
て
は
」
を
「
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
す
る
場
合
又
は
雇
用
の
機
会
の
確
保
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労

働
者
の
雇
用
の
継
続
等
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
」
に

改
め
、
第
三
十
五
条
の
四
中
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十

条
の
五
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
四
条
を
」
を
「
一
条
を
」
に
改
め
、
第
四
十
条
の
六
か
ら
第
四
十
条
の
八
ま
で



二

を
削
り
、
第
四
十
条
の
九
を
第
四
十
条
の
六
と
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十

九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す

る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
に
、
「
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
」
を
「
改
め
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
三
十
一
条
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
四
中
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
六
を
第
四
十
条
の
九
と
し
、
第
四
十
条
の
五
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
四
十
条
の
六

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
（
国
（
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成



三

十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
地
方
公
共
団
体
（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
機
関
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、

当
該
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
か
ら
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お
け

る
当
該
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
条
件
と
同
一
の
労
働
条
件
を
内
容
と
す
る
労
働
契
約
の
申
込
み
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

た
だ
し
、
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
、
そ
の
行
つ
た
行
為
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
行
為
に
該
当
す

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
派
遣
労
働
者
を
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ

る
こ
と
。

二

第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

三

第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

四

こ
の
法
律
又
は
次
節
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
を
免
れ
る
目
的
で
、
請
負
そ
の
他
労
働
者
派



四

遣
以
外
の
名
目
で
契
約
を
締
結
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
ず
に
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提

供
を
受
け
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
契
約
の
申
込
み
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
は
、

当
該
労
働
契
約
の
申
込
み
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
行
為
が
終
了
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該

申
込
み
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
契
約
の
申
込
み
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
、

当
該
申
込
み
に
対
し
て
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
承
諾
す
る
旨
又
は
承
諾
し
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
受
け
な
か
つ
た
と

き
は
、
当
該
申
込
み
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
込
ま
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
労
働
契
約
に
係
る
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
者
派
遣
を
す

る
事
業
主
は
、
当
該
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
労
働
者
派

遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
契
約
の
申
込
み
を
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
時
点
に
お
け
る
当
該
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
条
件
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
の
七

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前



五

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
場
合
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い

て
は
、
当
該
行
為
が
終
了
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
派
遣
労
働
者
が
、

当
該
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
お
い
て
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
業
務
と
同
一
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め

る
と
き
は
、
当
該
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
、
同
項
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安

定
を
図
る
観
点
か
ら
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
。
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
そ

の
他
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
採
用
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
求
め
を
行
つ
た
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
者
派
遣
を
す
る
事
業
主
は
、
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
国

又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
対
し
、
速

や
か
に
、
当
該
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
時
点
に
お

け
る
当
該
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
条
件
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
又
は
派
遣
労
働
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、



六

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
行
為
が
、
第
四
十
条
の
六
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
込
ま
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
労
働
契
約
に
係
る
派

遣
労
働
者
が
当
該
申
込
み
を
承
諾
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
労
働
契
約
の
申
込
み
を
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
当
該
派
遣
労
働
者
を
就
労
さ
せ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者

派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
し
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
就
労
に
関
し
必
要
な
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
派
遣
労
働
者
を
就
労
さ
せ
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
勧
告
を
受
け
た
第
四
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
契
約
の
申
込
み
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
労
働
者
派

遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附
則
第
一
条
第
二
号
中
「
公
布
の
日
」
を
「
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
超
え
な
い



七

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
」
を
「
経
過
し
た
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働

者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
の
施
行
の
状
況
、
高
齢
者
の
就
業
の
実
態
等
を
勘
案
し
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
で

な
い
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
在
り
方
、
物
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
在
り
方
及
び
特
定
労
働
者
派

遣
事
業
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す

る
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
を
い
う
。
）
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
則
第
五
条
中
「
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
第
四
十
条
の
九
」
を
「
第
四
十
条
の
六
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
う
ち
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
、
第
四
十
条
の
九
」
を

「
、
第
四
十
条
の
六
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
う
ち
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
表
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

三
十
九
条
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
中
「
及
び
第
三
十
九
条
」
を
「
、
第



八

三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
」
を
削
り
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
の
項
中
「
二
月
」
を

「
三
十
日
」
に
、
「
以
外
の
業
務
に
つ
い
て
は
」
を
「
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
す
る
場
合
又
は
雇
用
の
機
会
の
確
保
が
特
に

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
等
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
政

令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
」に
改
め
、
第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
項
及
び
第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
の
項
を
削
る
。

附
則
第
十
条
の
う
ち
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
表
第
四
十
八
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
中
「
、
第
四
十
条
の
六
」
を
「
、
第
四
十
条
の
九
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
三
十
九
条
の
項
中
「
及
び
第
三
十
九
条
」
を
「
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
表
第

三
十
六
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
条
の
六

同
条
第
一
項
各
号

同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号

第
一
項
第
一
号



九

第
四
十
条
の
六

又
は
次
節
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
律
の

若
し
く
は
次
節
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法

第
一
項
第
四
号

規
定

律
の
規
定
又
は
建
設
労
働
法
（
第
六
章
（
第
四

十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
限
る
。
）
の
規

定

第
四
十
四
条
の
表
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め

る
。

附
則
第
十
二
条
の
う
ち
港
湾
労
働
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
表
第
二
十
五
条
の
項
の
改
正
規
定
中
「
、
第
四

十
条
の
九
」
を
「
、
第
四
十
条
の
六
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
、
第
三
十
一
条
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条

か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
二
月
」
を
「
三
十
日
」
に
、
「
以
外
の
業
務
に
つ
い

て
は
」
を
「
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
す
る
場
合
又
は
雇
用
の
機
会
の
確
保
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
の
雇

用
の
継
続
等
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
中
港
湾
労
働
法
第
二
十
三
条
の
表
第
三
十
六
条
第
六
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。

附
則
第
十
二
条
の
う
ち
港
湾
労
働
法
第
二
十
三
条
の
表
第
四
十
一
条
第
一
号
イ
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
表
第
四
十
八
条
第



一
〇

一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
第
四
十
一
条
第
一
号
イ
の
項
中
「
第
四
十
一
条
第
一
号
イ
」
を
「
第

四
十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
十
一
条
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
」
を
削
り
、
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第

四
十
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

港
湾
労
働
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
、
第
四
十
条
の
六
」
を
「
、
第
四
十
条
の
九
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
三
十
六
条
第
六
号
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
条
の
六

同
条
第
一
項
各
号

同
条
第
一
項
第
一
号
（
同
号
に
規
定
す
る
港
湾

第
一
項
第
一
号

運
送
の
業
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二

号
又
は
第
三
号

第
二
十
三
条
の
表
第
四
十
一
条
第
一
号
イ
の
項
中
「
第
四
十
一
条
第
一
号
イ
」
を
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
及
び

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
四
十
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
の

九
第
一
項
」
に
改
め
る
。



一
一

附
則
第
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
二
条
第
五
項


